
無事故・無違反チャレンジ２００日 よくある質問 

 

【参加申込（電子申請・参加料支払い等）関係】 

※ 問合せ先：岡山県くらし安全安心課（Tel:086-226-7292） 

 

Ｑ１  10人集まらないと参加できないのですか。 

Ａ１  １チーム 10人で参加を受け付けています。 

 

Ｑ２  オートバイの運転免許しか持っていないのですが、参加は可能ですか。 

Ａ２  普通免許だけでなく、自動二輪や原付免許でも日常的に運転していれば参加可能です。 

 

Ｑ３  電子申請しないと参加申込はできないのですか。 

Ａ３  本年度からチーム情報の登録を電子申請で行うことといたしましたので、ご協力の程よ

ろしくお願いいたします。 

 

Ｑ３  電子申請がうまくいきません。 

Ａ３  お手数ですが、くらし安全安心課にお問い合わせください。 

 

Ｑ４  電子申請の際、参加申込者名簿（参加者の免許証番号等）も入力する必要がありますか。 

Ａ４  参加申込者名簿の入力は任意となっているので、チームのメンバーが決まっていなけれ

ば入力する必要はありません。 

    なお、電子申請で入力した内容は、ＰＤＦの様式に印字されるので、事後に別の Excel様

式を使用して参加申込者名簿等を作成したい場合、ＰＤＦの参加申込書の部分を Excel 様

式に入力していただくようお願いいたします。 

 

Ｑ５  参加申込の内容に誤りがあったり、重複して申込みをしてしまった場合はどうすればよ

いですか。 

Ａ５  お手数ですが、くらし安全安心課にお問い合わせください。 

 

Ｑ６  参加申込み後に、住所地、勤務地ともに県外に変わりました。参加資格はなくなるので

しょうか。 

Ａ６  参加申込み時に、県内に住所地又は勤務地があった方の参加資格は継続しています。 

 

Ｑ７  参加費を口座に振り込む際の手数料はどうすればよいですか。 

Ａ７  振込手数料は事務局が負担いたします。 

    参加の際は、参加料から振込手数料を差し引いた金額（参加料１万円で、振込手数料が

110円の場合、振込金額は 9,890円）を振り込んでください。 

    なお、原則、振込後の返金は出来ませんので、ご了承ください。 

 



Ｑ８  参加費の振込の証とはどういったものをいうのですか。 

Ａ８  指定口座への振込事実が証明可能なもの（振込時に発行される利用明細等）をいいます。 

    なお、警察署に提出するものとしては、原本である必要はなく、写しや入金画面のスク

リーンショット等を印刷したものでも構いません。 

 

Ｑ９  複数チームの参加費をまとめて振り込むことは可能ですか。 

Ａ９  同一企業で複数のチームが参加される場合等で、参加料をまとめて振り込むことも可能

です。その場合、振込の依頼人は企業名や団体名を記載するようにしてください。 

     

Ｑ10  参加費を全額会社で支援したいのですが、参加人数分を合計した金額の領収書を作成で

きますか。 

Ａ10  可能ですが、領収書作成の都合上、後日の発行となります。 

詳しくは、くらし安全安心課にお問い合わせください。 

 

Ｑ11  参加申込書と参加費の振込の証はどこに提出すればよいですか。 

Ａ11  警察署の交通課窓口に提出してください。 

    なお、警察署の受付時間は、原則、平日の 

      午前８時 30分から午後０時まで 

      午後１時から午後４時 30分まで 

   となっています。 

 

Ｑ12  達成記念品がチームに１つに変更されたのはなぜですか？ 

Ａ12  無事故・無違反チャレンジ 200 日については、参加費 1,000 円の中で運転記録証

明書発行手数料等の諸経費のほか、達成記念品代を捻出していたのですが、運転記

録証明書発行手数料や物価等の上昇により、現在の参加費では達成記念品を個人ご

とに配布することが困難となったことから、本年度から達成記念品をチームに対し

て贈呈することといたしました。 

    参加いただく皆様には、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

 

【参加申込者名簿及び委任状関係】 

※ 問合せ先：自動車安全運転センター岡山県事務所（Tel:086-724-4360） 

 

Ｑ１  参加申込者名簿には署名や押印が必要ですか。 

Ａ１  必ず署名（フルネーム）又は認め印の押印をしてください。達成・非達成を判断する運

転記録証明書の交付申請を委任する場合、署名又は押印が必須となります。 

なお、免許証氏名欄を参加者自身が自署された場合は、署名又は押印欄への署名・押印

は不要です。 

※ 拇印、サイン、電子印では受付ができませんのでご注意ください。 



 

Ｑ２  免許証氏名欄の名前はパソコンでの印字やゴム印でも構いませんか。 

Ａ２  名前はゴム印やパソコン印字でも構いません。 

また、免許証番号、生年月日についても同様です。 

 

Ｑ３  「免許証番号」のほか、「生年月日」の記載も必要なのですか。 

Ａ３  参加された方の無事故・無違反の確認にあたっては、同姓同名や万が一の免許証番号の

記載誤りに備えて、免許証番号のみならず生年月日によるダブルチェックを行っています

ので、記載が必要です。 

 

Ｑ４  実施期間の前に交通違反（事故）を起こしていますが、実施期間中の無事故・無違反の

達成に影響しますか。 

Ａ４  実施期間の前後に起こした違反や事故については、達成・非達成の判断の対象となりま

せん。           

 

Ｑ５  参加申込者名簿及び委任状提出後に免許証を紛失したので再発行してもらいましたが、

何か手続きが必要でしょうか。 

Ａ５  運転記録証明書の交付対象を変更する必要があるため、お手数ですが、自動車安全運転

センター岡山県事務所に、新しい免許証番号をご連絡ください。 

また、このほか氏名等に変更や誤りがあった場合にも同様にご連絡をお願いします。 

 

Ｑ６  運転免許証とマイナ免許証の両方を持っているのですが、参加申込者名簿及び委任状の

免許証番号欄にはどちらの番号を書けばよいですか。 

Ａ６  運転免許証の免許証番号を記載するようにしてください。 

    なお、マイナ免許証のみ持たれている方は、マイナ免許証に記録されている免許情報記

録の番号を記載してください（免許証番号欄に誤ってマイナンバーカードに記載の個人番

号を記載しないよう注意してください。）。 

 

Ｑ７  実施期間中にチームの参加者が免許返納した場合、そのチームは達成できますか。 

Ａ７  実施期間中にチームの一人でも免許返納した場合、実施期間終了までの運転記録証明書

が発行できない（運転記録が確認できない）ため、そのチームは非達成となります。 

    また、免許返納に限らず、参加者の中に一人でも運転記録証明書が発行できない人がい

た場合も、そのチームは非達成となります。 

     

Ｑ８  実施期間終了後に参加者が免許の失効や自主返納等をした場合も、そのチームは非達成

となりますか。 

Ａ８  実施期間終了後でも、免許の失効や自主返納等をした時期によっては、運転記録証明書

の発行が出来なくなり、そのチームは非達成となる場合がありますので、ご注意ください。 

 



【SD カードについて】 

ＳD カードのこと、お得な情報などは自動車安全運転センターのホームページをご覧下

さい。 

SD カード概要 

https://www.jsdc.or.jp/sd/tabid/115/Default.aspx 

SD カード優遇店検索 

https://www.jsdc.or.jp/sd/tabid/116/Default.aspx 

SD カードお得ガイド 

https://www.jsdc.or.jp/sd/tabid/212/Default.aspx 
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